コンプライアンスガイドライン

アイ・エス・ケー株式会社

当社は、お客様に価値あるサービスの提供を通じて社会に貢献するとともに、適法、適正にして良識ある

企業活動を行う。

そのための具体的な行動指針として、コンプライランスガイドを制定しました。当社のすべての従業員は、本ガイドラインに沿ってコンプライアンスの遵守に向けた組織的取り組みを徹底して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成22年9月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ・エス・ケー株式会社　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　下田　隆雅

【法規範・企業行動基準】

1． 法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し良識ある企業活動を心がけます。

（1） 国内外の法令を遵守します。

（2） 当社に求められる企業倫理を十分に認識し、また企業行動基準に則って社会人として良識と責任を持って行動します。

（3） 情報は、職場上長に迅速かつ正確に報告します。

【地域社会と良好な関係を築くための指針】

1． 社会貢献および各種法令・業法の遵守

各種の法令を遵守することや、関係業法を遵守し、許認可取得及び届出等の手続きを確実に実施します。

２． 環境保全・保護

　環境意識の向上を図り、リサイクル製品の購入等を積極的に行います。

３．  反社会的勢力との関係断絶

（1） 違法行為や反社会的行為に関わらないよう、社会常識と正義感を持ち良識ある行動に努めます。

（2） 反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、一切の関係を持ちません。また不当な要求を受けたときは、金銭等を渡すことで解決を図りません。

（3） 会社または自らの利益のために、反社会的勢力を利用しません。

（4） 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある者とは、いかなる取引も行いません。

　　

【お客様との良好な関係を築くための指針】
１．　ビジネスインテグリティ
職業倫理を保持し、顧客との取引に対して誠実かつ公正に業務を行います。
あらゆる種類の贈賄路、腐敗行為、恐喝および横領を一切許容しないゼロトランスを保持いたしま
す。

２．  顧客情報資産と個人情報の保護

（１）お客様からお預かりしている書類等の情報資産については、厳重に管理し、社外に漏えいしません。業務上、外注先等に預ける必要がある場合には、機密保持契約を結ぶ等予期せぬ漏えいの防止に努めます。

（２）業務上知り得た個人情報については、業務目的にのみ使用し、決して目的外に使用しないと同時に厳重に管理します。また、外部に情報が漏えいしないよう厳重に管理します。

（３）業務上知り得た顧客情報資産と個人情報については、就業時間内はもとより就業時間外及び退職後においても社外に漏えいしません。
３．　下請法の遵守

取引においては、良識と誠実さを持ってお客様に接し、下請法を遵守します。
４．　不適切な利益の排除
（１）賄賂またはその他の不当もしくは不適切な利益を得るための手段を、約束、申し出、許可、
提供または受領しません。この禁止事項は、ビジネスを獲得または保持したり、ビジネスを
何者かに割り当てたり、その他不適切な利益を得るために、第三者を通して、直接的または
間接的に価値あるものを約束、申し出、許可、提供、または受領することが含まれます。
　　 （２）腐敗防止法令の遵守するために、監視、記録保存、および施行手順を確実に実施します。
　　 （３）お客様への接待・贈答を行う場合は、一般社会的な常識の範囲を決して逸脱しません。またお客様から接待・贈答を受ける行為は行いません。
５．　情報の開示
　　　当社は、利害関係者へ適切な情報開示を行うため、関連法令及び規則を遵守します。また事実に即
し会計帳簿や記録は正確に反映させます。開示すべき事実が判明した場合は、情報開示を適時かつ
遅延なく行います。様々な利害関係者に対し、公平な方法で情報開示を行います。
（1） どのような取引でも、改ざん、隠蔽、虚偽の報告や記入をしたり、取引の本質に関する記載
を省略したりしません。

６．　公正なビジネス、広告、および競争
　　　公正なビジネス、広告、および競争の基準を支持します。
【職場における指針】
1． 人権尊重
（１）常に安全で働きやすい職場環境を維持することに努め、すべての従業員の人権を尊重し、これを擁護し、侵害してはなりません。
（２）国際規範や行動指針で定義される人権の行動規範を尊重します。
（３）暴力、罵声、誹謗中傷、威迫、いじめ等による業務の強制、人権侵害は行いません。

2． 差別およびハラスメントの禁止
（１）あらゆる差別、および従業員個人の尊厳を傷つける非人道的な行為は、採用、賃金、昇進、報酬、および教育訓練の利用などの雇用実務において行いません。
（２）人種、肌の色、民族、国籍、社会的身分、家柄、性別、性的指向、性同一性と性表現、障害、妊娠、健康状態、宗教、所属政党、所属組合、軍役経験の有無、保護された遺伝情報または現在及び過去における配偶者の有無、育児の有無に基づく、差別および不快なまたは非人道的な個人の尊厳を傷つける行為あるいは職種や雇用形態の違い等による差別を行いません。

（３）相手の意に反した性的な言動を行い、それに対する相手の対応により、相手の労働条件に対して不利益を与えたり、又は相手の職場環境を悪化させたりすることは一切行いません。

（４）地位や権限等を用いて、本来の業務範疇を超えて、継続的に人権を侵害する言動を行い、相手の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることは一切行いません。
（５）法令遵守、職場の安全衛生確保または従業員の健康保持のために必要な場合に限り、上記の差別の理由となり得る事項につき、必要最小限の範囲・方法により、これを調査、検査または確認します。さらに、労働者または労働者として雇用見込みの者に妊娠検査やB型肝炎、HIV検査を含む医療検査または身体検査を受けさせません。
（６）上記にかかる調査、検査または確認により得られた個人情報は厳重に管理し、他の目的に使用しません。また、慢性疾患を持つ従業員の便宜を図ります。
（７）相手にハラスメントと受け止められる恐れのある言動はもとより、職場において、ハラスメントが起きない風土づくりに努めます。
３． 強制労働の禁止
　  （１）当社の事業活動において、すべての従業員に強制労働させることを一切禁じます。
　　（２）当社の事業活動に携わる従業員の労働は時間外労働を含め任意であることを保証し、従業員の意に反する強制労働は行いません。　　　　　
　　（３）雇用契約の締結にあたり強制労働が生じることがないよう、次の措置を講じます。
　　　3-1 すべての従業員の母国語または理解できる言語により雇用契約書を作成します。
　　　3-2 公的機関が発行した従業員の本人確認書類および就労資格確認書類については、雇用契約締結にあたり必要最低限の範囲・手段により、これを確認するものとし、従業員に対し、その原本の引き渡しや預託を求め、保持、破棄、隠匿、没収することは行いません。
　　　3-3 いかなる形式・名目を問わず、手数料、保証金その他の金銭を徴収したり、預託を受けたりしません。従業員がこうした費用を支払ったことが判明した場合は、その費用は当該従業員に返金されなければなりません。
　　　3-4 外国人労働者は、労働者が母国を離れる前に雇用契約書を必ず受け取り、受け入れ国に到着した時点での雇用契約の代替や変更は、現地法を満たすため、かつ元の契約の同等以上の条件を提供する変更以外は認められません。
　　　3-5 従業員が契約通りに妥当な通知を行っている場合、体調不良や生理現象、休憩時間や労働時間終了後に職場から離れる権利を与えられています。従業員は違約金の支払いや罰を受けることなく、仕事を休んだり雇用関係を終了したりする自由があります。
　　　3-6 従業員が従事する就業施設では、従業員の安全上必要で適用法令によって許可されている場合を除き、トイレ施設や飲料水の入手、個人スペースに適切に出入りできます。　
　　　3-7 職場の健康と安全を監視することを目的としないこと限り、従業員にトラッキングデバイスの
　　　　　装着を義務付けることで職場における従業員の動きをリアルタイムで追跡等しない。　

　　４．　児童労働の禁止、若年労働者の就労制限
　　（１）当社の事業活動において、児童に労働させることを一切禁じます。ここでいう「児童」とは、　　満１５歳または義務教育を修了する年齢、またはその国・地域における就労可能年齢のうち、最も高い年齢に満たない者をいいます。
　　（２）児童の雇用及び労働させません、かつ満１８歳未満の労働者（若年労働者）に第１項で定めた労働をさせません。
　　（３）若年労働者を夜間や時間外労働、健康や安全が危険にさらされる可能がある労働をさせることを一切禁じます。
　　（４）学生労働者の記録の適切な維持、教育パートナーの厳格なデューディレリジェンスおよび学生労働者の権利の保護により、適用される法規制に従って学生労働者の適切な管理を確実にしなければなりません。現地法がない場合、学生労働者、インターンおよび見習いの賃率は、同様または類似の労働を行っている他の新人労働者と少なくとも同じものでなくてはなりません。
　　（５）第３項に反する事態が生じることのないよう、雇用契約の締結にあたり、公的機関が発行した書類により、年齢確認を行います。
５．　職場の安全衛生

（１）安全・衛生の確保を最優先とし、安全で衛生的な職場環境の整備に努め、また、業務上の安全・
　　　衛生に関する法令等を理解し、これを遵守します。
　1-1清潔なトイレ、安全な飲料水を提供します。
　1-2 個人的な所有物および貴重品を保管するための個別に確保された施設、および適切に出入りで
きる適当な広さの個人スペースを提供します。

（２）妊娠・育児中の従業員または特定の健康状態の従業員には、労働時間の見直しや通院時間の確
保等を配慮します。
　　　2-1 妊娠・育児中の従業員または特定の健康状態の従業員には、身体に負担のかかる作業の危険を
あらかじめ伝達し、当該従業員の健康と安全を確保します。

６．  適切な労働条件
　　（１）法令に従い、その基準に基づいて、労働時間・休日・休暇・賃金等に関する労働条件を適切に遵守します。その国・地域における法令の基準を遵守します。また労働者には時間外労働に関して通常の時給より高い賃率で支払います。
　　（２）勤怠管理システムに基づき、労働時間および休日を正確に記録するとともに、労働時間管理の適切なルールを作成し、これを逸脱することないように管理します。
　　（３）すべての従業員の母国語または理解できる言語による明細を示した上で、第１項および第２項に基づき正しく定められた期日に、正しく計算した金額の賃金を支払い、不当な減額は一切行いません。
７．　労働時間
　　（１）過労働による生産性の低下および健康障害防止等のため、労働時間は法令で定められている限度を遵守します。更に週間労働時間は、緊急時や非常時を除き、時間外労働を含めて６０時間を超えないよう努めます。
　（２）すべての時間外労働は労働者の任意によるものとし、７日間に１日以上の休暇取得が認められています。
８．　労働関係法の遵守

労働関係法を遵守し、働きやすい健康な職場環境の維持に努めます。また、職場上長は部下の勤務
日や勤務時間の管理を徹底するとともに、部下の心身の健康状態に常に留意します。
９．　飲酒運転の禁止

公私を問わず、酒気帯び酒酔いによる運転を行いません。
１０．労働団体の権利の尊重
　　（１）法令に従い、すべての従業員の労働組合への結成・加入の自由および労働組合の団体交渉権を尊重し、妨害しません。
（２）労働条件および経営慣行に関し相互信頼に基づく団体交渉を行い共同で課題解決に努めます。
　　（３）従業員が労働組合に加入したこと、労働者として団体権または団体交渉権を行使したことを理
　　　　　由として、労働条件にについて、差別、報復、ハラスメントその他一切の不利益な取り扱いを
しません。
１１．通報者の保護と報復の禁止
（１）ハラスメントや人権侵害が発生した場合に備え、すべての労働者は匿名でも対応可能な相談窓
　　　口を設け、然るべき対応を行う。
（２）労働者の内部告発者の守秘、匿名性は保護を保証し、労働条件にについて、差別、報復、その
　他一切の不利益な取り扱いをしません。
１２．人権デューデリジェンス
　　　人権デューテリジェンスが理解され、効果的に実施されるよう、役員、管理職および従業員に対し
　　　て適切な教育および状況の確認を定期的・継続的に行っていきます。
　　　本方針に反する事態が判明した場合、速やかに適切な是正措置を実施します。

１３．不当な差別のない職場環境と人事制度
 　 （１）従業員代表と協議を行い、生活水準を維持するために必要な賃金を支払います。

　　（２）賃金制度をはじめとした人事制度においても女性差別等は行いません。また、同一労働同一賃金についても適用される現地の法令に従い尊重し、遵守します。
（３）法令で定める労働時間等、最低賃金の水準に留まらず、その向上を図るように努力し、従業員
　　　が心身ともに健康な生活をおくるために過重労働削減に努めます。
　　（４）業務遂行に必要な備品は会社で購入し、従業員にその請求を一切求めません。
　　（５）役員、管理職は過剰過大ノルマの設定により、従業員の権利を阻害してはいけません。
　　（６）会社は、従業員に職場内の移動または会社施設の出入りについて不当な制限を課さないものとします。　　

　　（７）会社は、企業秩序を守るため、施設管理権に基づき適法な範囲で必要と認められる場合のみその根拠を明示の上、従業員のプライバシー保護に十分配慮して持ち物検査を実施します。持ち物検査の実施にあたっては、すべての従業員を対象とし、特定の個人を限定しての持ち物検査は一切行いません。検査担当者と被検者は同性によって実施し、従業員のプライバシーを尊重し保護します。過酷で非道な人道的行為によっては行わないものとします。
　　（８）懲戒制度は、公平かつ差別のない懲戒方針、対応手順を就業規則に定め、懲戒処分を課した管理者に対して上位の第三者による客観的な経営審査を含み運用します。
１４．従業員エンゲージメント
　　　全ての従業員が健康で安全に活躍できる職場環境を提供するとともに、ひとりひとりの能力・キャ
リア開発の促進、ダイバーシティを推進しています。
（1） 従業員のエンゲージメントと苦情の管理方針および手順の導入を監督して履行する責任者を定め必要な措置を講じています。
（2） すべての従業員に、報復、解雇、差別、ハラスメント、ブラックリストへの掲載、脅迫、復讐、またはその他のあらゆる形態の罰則の恐れのない安全な環境で、誠意を持ってフィードバックを提供し、調査チームは寄せられた案件のヒアリングし、実態調査を行います。
（3） 通報者のプライバシーを保護するとともに、報復行為を禁止し、不利益な取り扱いを一切認めていません。相談内容はホットラインを運用する限られた者のみがアクセスできる媒体に記録されます。寄せられた問題が他部署でも発生すると考えられる場合は、関連部署に防止と状況改善を要請します。
（4） 職場・仕事に関する悩みの相談やコンプライアンスガイドライン違反の通報ができる従業員向けのホットラインを設置しています。
（5） すべての従業員は電話、メール、ウェブ、書面などの手段で匿名かつ母国語で24時間、365日通報することができます。ホットライン窓口の連絡先は、社内イントラネットに掲載しています。
（6） 相談案件の調査結果において、従業員の人権が侵害される疑いがある場合、もしくはコンプライアンスガイドライン違反の疑いがある場合には、法務及び社外弁護士等第三者を含めた委員会に上程します。審議の結果、就業規則違反等が認められた場合には懲戒委員会でも審議する等、是正に向けて適切に対応します。違反事案の再発防止策としては、懲戒処分の社内公表のほか、研修内容への反映等を行います。
また報復や詮索行為を行った従業員には、懲戒解雇を含む厳しい処分が科せられる場合があります。報復行為をうけた場合、従業員はホットラインに通報することができます。
（7） 通報された以下の相談内容は、特定の媒体に適切な記録システムを維持管理します。
【記録内容】・受け取った問題の日付、種類、および数
　　　　　 ・苦情が報告された、またはイベントが行われた経路
　　　　　 ・調査プロセスに関与した人物、または調査参加者の名前および役職を記載した
調査報告書
　　　　　　　　　　 ・特定された問題と実行されている解決策
　　　　　　　　　　 ・関連する解決策および不服申し立て
　　　　　　　　　　 ・解決策に関する従業員へのフィードバック（該当する場合）
　　　　　　　　　　 ・従業員の苦情、参加、フィードバックに要した時間

（8） 従業員を対象としたアンケート、面談、従業員との対話を毎年実施します。
【フィードバック】
　　　　　 ・賃金及び福利厚生
　　　　　 ・職場の状況
　　　　　 ・雇用関係
  　　　　 ・ヘルスケアと健康
　　　　　 ・生活の状態
　　　 　　・教育とトレーニング　　　　  
（9） （８）の調査結果は、エンゲージメントの観点で分析し、課題を特定することで改善に向けた取り組みにつなげます。
（１０）エンゲージメントの理解促進を図るため役職ごとの研修や管理職への働きかけなどに取り組
んでいます。
（１１）通報した場合
　　　　１．通報します（匿名で通報することもできます）
　　　　２．通報が記録されます
　　　　３．通報が適切な調査チームにおいて調査計画が策定されます
　　　　４．調査が進められます（要請された場合は、調査に全面協力しください）
　　　　５．違反が認めらえるか、または根拠のないものかが判明します
　　　　６．適切な措置が講じられます
【会社を守るための指針】

１．就業規則の遵守

就業規則に定められた禁止事項は一切行いません。

就業規則にそむくような不正または不誠実な行為は一切行いません。

2． 企業秘密の漏えい防止

（１）企業秘密は適切に管理し、会社に無断で社外に開示・漏えいしません。

　　    　企業秘密は厳重に管理して、社外に漏えいしません。

　　      会社の秘密情報を社外に開示するには、機密保持契約を結ぶ等、予期せぬ漏えいに努めます。

（２）業務上知り得た企業秘密は、就業時間内はもとより就業時間外および退職後においても、社外
　　　に漏えいしません。

（３）知的財産権の保護

　　　　　会社の知的財産権は、重要な会社資産であり、これらを適切に利用しその権利保全に努めます。

　　　　　また、他社のコンピュータソフトの無断コピー等、他社の知的財産権を侵害するような行為を行いません。顧客の知的財産権は適切な契約を締結した上で使用し、不正に使用しません。

（４）会社資産の適切な使用

会社の資産は効率的に活用し、常に利用できる状態におく必要があることを認識し、有形無形問わず、毀損、盗難等を防ぐよう適切に取り扱います。また個人的な目的で会社の資産や経費を私物化しません。

（５）情報システムの適切な使用

会社の定める情報システムの保護と利用ルールを遵守します。

（６）利益相反禁止

会社と利害関係の対立を起こすような活動は行いません。
